
 

 

 

 

令和７年度 第３１回 大石田町農業委員会総会議事録 

 

 

招集通知年月日  令和７年１２月２５日 

開 催 日 時  令和７年１２月２５日（木）午前１０時００分～午前１０時５８分 

開 催 場 所  大石田町役場３階 大会議室 

出 席 者 数  農業委員 １４名  推進委員 ２名 

欠 席 者 数  農業委員  ０名   

出 席 委 員  会長 青木 忠弘 

         会長職務代理 遠藤 史夫 

 

◎農業委員 

  1番 工藤秀春   2番 齊藤 誠   3番 榎本義篤 

4番 星川奈穂   5番 伊藤芳夫     6番 土屋隆志    

7番 髙橋 勉   9番 井上和巳  10番 髙橋 肇   

11番  笹原 剛   12番 三浦清孝 

 ◎推進委員 

            1番 髙橋金雄  2番 奥山彦也 

 

 

 

 ≪出席事務局職員≫ 

             事 務 局 長    八鍬 誠 

             事務局 主 査    横山達也 

             行 政 専 門 員    鈴木 太 

               

 

 

 

  



 

 

総 会 の 経 過 と 結 果 

◇午前１０時００分◇ 

■会長 

大石田町農業委員会会議規則第６条第１項により開会を宣した。 

■会長 

会長挨拶を行う。 

■議 長 

大石田町農業委員会会議規則第５条第２項により議長となり進行する。 

大石田町農業委員会会議規則第１６条第２項に必要な議事録署名人の選任方法について委員に諮

ります。 

（議長一任の声あり） 

９番 井上委員、１０番 髙橋委員にお願いしたいと思います。 

続いて、４．業務報告に移りたいと思います。事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

４．業務報告について説明をする。 

■議 長 

ただ今、事務局より説明ありましたけども、皆さんから質問や意見などありませんでしょうか。 

（質問なし） 

ないようですので、５．議事に入りたいと思います。 

第７５議案「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知について」事務局より説明を求めます。 

■事務局 

第７５議案「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知について」説明をする。 

■議 長 

ただ今の説明でありましたけども、皆さんの方から質問や意見などありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

ないようですので、第７６号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」説明を求めます。 

■事務局 

第７６号議案「農地法第３条の規定による許可申請について」説明をする。 

■議 長 

それでは、第１号案件を地元委員に意見を求めます。 

■２番委員 

この農地は○○さんが長く借りて耕作をしておりました。そこを譲り受けるということで、問題ないと思

います。 

■議 長 

所有権移転の要件だけまとめて行いたいと思います。 

次に、第２番案件の意見を求めたいと思います。 

■７番委員 

○○さんの田んぼですが、ずっと○○さんが作っていたのですが、○○さんの方で買ってくれないか

ということで改善組合の方へ提出があり、その際に○○さんが買うということで決まりましたので問題なく

耕作してくれると思います。よろしくお願いします。 

■議 長 

次に、第３番、第４番案件は地元委員に意見を求めたいと思います。 

■３番委員 

３番、４番に関しては○○さんの自宅の裏っていうことで、先ほども説明あったとおりです。その中で、



 

 

何もないという形で、意見がないと思いますので、このまま問題ない議案と思います。 

■議 長 

それでは、所有権移転の４件について皆さんの意見や質問などありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

ないようですので、挙手をもって賛否を求めたいと思います。賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いしたいと思います。 

次に、賃貸借権の新規１０件に移りたいと思います。第１号案件は地元委員に意見を求めたいと思い

ます。 

■９番委員 

貸し人の○○さんは会社員で、○○さんの前に○○さんという方に作っていただいていました。しか

し、○○さんが亡くなり貸し借りどうするのとき、農業委員会に出す書類が遅れ、正式に今回出したという

経緯がございます。○○さんは田沢の一番作っている方なので、絶対的に信頼をいただいている方で

す。別に問題はないと思います。 

■議 長 

次に、第２番案件の担当委員は休みですので、事務局の方よりお願いします。 

■事務局 

○○さん宅の田んぼですけども、○○さんと○○さん、新たに借りる方が窓口にいらして手続きをして

もらっています。その際に、○○さんにも連絡を入れており、協議書もいただいております。地区の中で

も誰が使うかといういろんな相談、話題になったうえで○○さんに決定したもので、特に支障ないものと伺

っております。 

■議 長 

次に、第３番案件は地元推進委員に意見を求めたいと思います。 

■推進委員 

若い担い手の○○君が作るということで、担い手なので問題はないと思います。 

■議 長 

それでは、第４号、５号案件は地元委員に意見を求めたいと思います。 

■７番委員 

４番の方は、○○さんが作れないということで改善組合に申請し、○○さんの田んぼの隣で○○さん

が作っているもので、○○さんが作ると決まりました。 

５番の○○さんの田んぼですが、これも隣で○○さんが田んぼを作っているので、○○さんが作ると

決まりました。問題なく作ってくれると思うのでよろしくお願いします。 

■議 長 

次に、第６番案件、地元委員に意見を求めたいと思います。 

■３番委員 

大石田地区農地改善組合でも検討されて、○○さんに作ってもらえることになったのでなんら問題は

ないと思います。 

■議 長 

次に、第７番、８番、９番の案件は地元委員に意見を求めたいと思います。 

■１番委員 

７番案件につきましては、○○さんの方で数年前から自分で苗を作っておりますけども、作業を任せ

ていた状況で、今回海谷地区の改善組合に上がってきて、他に作りたい人がいなかったので引き続き隣

の○○さんに作ってもらえるようにもっていったらいいのではということで決まった案件です。問題はない

かと思います。 



 

 

８番は、これも改善組合に上がっており、川前地区の方で耕作者を決定してくださいということで、利

用改善組合の実行組合長も兼務ですけども、そちらであらかじめ作るというように話が出た案件と思いま

す。川前地区の方で決定された案件と思います。 

９番は、地区の利用改善組合の方で協議して決定したと伺っているので問題ないと思います。 

■議 長 

１０番の案件は地元委員に意見を求めます。 

■６番委員 

貸し人の○○さんですけども、耕作を縮小したいという話がありました。それで、８番の残りの５５３１㎡

のうちの２５００㎡は貸して、３０００㎡は自分で耕作したいということですけども、１０番につきましては川前

の中川原地区ということで３筆を○○さんにお願いしたいということで１１月１１日の川前地区農地利用改

善組合の役員担い手会議でも決定されたことなので問題ないかと思います。 

■議 長 

それでは、賃貸借権の新規の１０件について皆さんに意見を求めたいと思います。 

（意見なし） 

ないようですので、賛否を求めたいと思います。賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、賃貸借権の集積計画からの再設定に入りたいと思います。それでは、集積計画からの再設定 

の１９件について皆さんより質問や意見などありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

ないようですので、賛否を求めたいと思います。賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、使用貸借について先ほど事務局より説明ありましたけども、これについて皆さんに意見を求め

たいと思います。 

（意見なし） 

ないようですので、賛否を求めたいと思います。賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、第７７号議案「大石田町農地利用集積等促進計画（案）に対する意見聴取について」事務局よ

り説明をお願いします。 

■事務局 

第７７号議案「大石田町農地利用集積等促進計画（案）に対する意見聴取について」説明をする。 

■議 長 

それでは、所有権移転１件について意見や質問などありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

ないようですので、賛否を求めたいと思います。賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、賃貸借権の１４件について、４番の案件は１２番委員が参与制限にあたりますので退席をお願

いします。 

（委員退席） 

それでは、第４番、第５番案件は地元委員に意見を求めたいと思います。 

■１１番委員 



 

 

○○さんが耕作していましたが、今年の春先に体調を崩されました。そういった中で、上宿に関して

は○○さん、作リ田に関しては○○さんということで先月の改善組合の方で決まりました。特に問題はご

ざいません。 

５番に関しても、○○さん方は、だいぶ前から田んぼの方は離されて○○さんが作っておりました。そ

の○○さんが規模を縮小したいということで相談があり、先日の改善組合の中で、隣で作付けしている○

○さんに打診をしたところ快く引き受けてくださった経緯があります。特に問題はございません。 

■議 長 

この案件だけ、○○さんが退席していますので意見や質問を求めたいと思います。 

（意見なし） 

ないようですので、賛否を求めたいと思います。賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

（委員入室） 

それでは、委員にお伝えします。全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、第６番、７番案件は地元委員に意見を求めたいと思います。 

■１番委員 

第６番案件の４筆ですけども、今年度田んぼを作れない状況にあり、急遽地元の農業者に作ってもら

っている状況でしたが改めて契約をする形になり、これも改善組合の方に案件として上げております。 

７番に関しては１２番、１３番も一緒ですけども、場所が議案書の３８ページの上の部分にあります。こ

こは県道で、海谷地区から駒籠地区への直線道路と言われる部分のちょうど海谷地区から抜けた坂の

県道の法面、下のエリアですけども、ここは従来からぬかるんで通常の機械で水田の作付けもなかなか

厳しいということで、一定期間そば等も植えたりしたのですけどもそば自体もあまり育たないということで、

今現在はここ一帯、約２町歩ぐらいの田んぼになっていて、○○さんで米作りを行っている地域になって

おり、いずれにしてもそういった形でならざるをえないということで、今まで作った方も○○さんに作っても

らう形という状況です。 

■議 長 

それでは次、第９番の案件を推進委員が欠席のため事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

９番の案件の○○さん、先ほど解約の方にも出てきましたが○○さんが今まで作っていたのですが、

規模を縮小したいため解約しました。それを引き継ぐ形で担い手の○○君が受けるということで改善組合

にて決定しており、なんら問題はないと思います。 

■議 長 

次に、第１４番の案件は地元委員に意見を求めたいと思います。 

■１０番委員 

この案件はですね、本来は第３条で借りていたはずですけども中間管理機構を通すということで、私

にも改善組合に事後報告でした。ちょっとこれでは、改善組合へ事後報告で結構ですのでこういうことを

しましたということで報告していただきたい、このように町の方から言っていただきたい。地元委員の私の

方に説明せよと来たのですが全く知らなかったので、どうしたらいいかなということです。内容は、図面の

最後、○○さんが高齢で機械もだいぶ老朽化して田んぼを作る意欲があまりないようなので、ここは現在

すいかとそばをすることにしています。○○さんですね。現段階の○○さんとか○○さんに依頼しており

ますので、小菅地区内で今水稲を盛んにやって拡大している状態なので、認定農業者でもありますし内

容的には特に問題ないと思います。 

■議 長 

６番案件から１４番の案件まで皆さんの質問や意見ありましたらよろしくお願いします。 



 

 

■９番委員 

１４番の案件の小菅の件ありましたが、役場の方でも前から○○さんは役場に顔を出していると思うの

で、知らなかったでは済まないのは重々ご指導をお願いしたいと私からもお願いしたいと思います。 

■６番委員 

以前にも改善組合の組合長の承認っていうか、それが欲しいっていうか、それをもらわなくちゃいけな

いっていうことで話になったのですけども、そういったものをやっぱり取っていかないと、全然知らない間

になっているのでは難しいかと思います。 

■議 長 

私も改善組合の会議では地区の推進委員か農業委員が出席しないとこの場で説明できなくなります

ので、それは出席できれば出席するように役場の方でも指導をお願いしたいと思います。 

それでは、その他にありませんか。 

（意見なし） 

ないようですので、６番から１４番案件について賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、賃貸借について質問や意見などありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

ないようですので、それでは改めて採決をとります。賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

全員賛成ということでよろしくお願いします。 

次に、６．報告に入りたいと思います。塩ノ沢の現地確認について事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

６．報告について説明をする。 

■議 長 

６番委員。 

■６番委員 

補足で説明いたします。１１月２５日に急遽現地の調査で農地部会からお越しいただき現地確認しま

した。それで、写真で見るとやっぱり耕作がまだできるかと思う感じでしたが、現場は川の中に圃場がある

みたいで、やはり雨が降ったら湿地になりそうですし、機械も大変そうということで、あと、周りにも耕作者

がいなくて鳥獣対策が結構あるものと思われます。それで、今後を考えると非農地でやっていくしか方法

がないだろうという決断になりました。以上です。 

■議 長 

先日全国大会で話をしまして、ただ非農地証明を出すのではなく、今とにかく鳥獣被害が多いため、

逆に今年みたいに熊の餌がなくて下に降りてきている、そういう場所にもし育つのであれば、ニュースで

どこかの猟友会が紹介されていましたが、中山間地で非農地証明出されるような場所には逆にどんぐり

等餌になるものを植えてあげた方がいいのではという意見も出たところです。 

次に、７．その他に入りたいと思います。今後の予定について事務局より説明をお願いします。 

■事務局 

７．その他について説明をする。 

■議 長 

その他に皆さんの方から何かありましたらよろしくお願いします。 

（意見なし） 

なかったら、閉会をしたいと思います。 
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令和７年１２月２５日  

 

 

第３１回農業委員会総会       議 長                
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